
２ 最近の農業協同組合による不公正な取引方法に対し法的措置等を採った事件

件 名 

（措置等の年月日） 
内 容 

土佐あき農業協同組合に
対する件 
（平成２９年３月２９日
排除措置命令） 

なすの販売を受託することができる組合員を支部員又は支部園
芸部から集出荷場の利用を了承された者に限定していたところ，
次のとおり，組合員からなすの販売を受託していた。 

① 自ら以外の者になすを出荷したことにより支部園芸部を除
名されるなどした者からなすの販売を受託しないこととし
て，なすの販売を受託していた。 

② 支部員が集出荷場を利用することなく農協以外への出荷を
行った場合に徴収された系統外出荷手数料（農協以外の事業
者に対する販売金額の３．５％）について，自らの販売事業
（農協職員の人件費等）の経費に充当していた。 

③ 支部園芸部の定めた罰金等を収受し，これを系統出荷が行
われたなすに関して自らが控除する諸掛預り金と同様に販売
事業に係る経費に充てていた。 

大分大山町農業協同組合
に対する件 
（ 平 成 ２ １ 年 １ ２ 月
１０日排除措置命令） 

①双方出荷登録者に対し，他の事業者が運営する「元氣の駅」と
称する農産物直売所に直売用農産物を出荷しないようにさせるこ
と及び②その手段として，双方出荷登録者に対し，元氣の駅に直売
用農産物を出荷した場合には自らが運営する「木の花ガルテン」と
称する農産物直売所への直売用農産物の出荷を取りやめるよう申
し入れることを内容とする基本方針に基づき双方出荷登録者に対
して元氣の駅に直売用農産物を出荷した場合には木の花ガルテン
への直売用農産物の出荷を取りやめるよう申し入れるとともに，
木の花ガルテンの出荷登録者に対して当該基本方針を周知するこ
と等により，木の花ガルテンの出荷登録者に対し，元氣の駅に直売
用農産物を出荷しないようにさせている。 

士幌町農業協同組合に対
する件 
（平成１８年７月２１日
警告） 

① 組合員が生産資材等を購入するための「畜産事業勘定（肉牛）」
及び「営農貸付金」と称する短期貸付金について，士幌町農業協
同組合（以下「JA士幌町」という。）から生産資材を購入する場
合に限り，組合員に当該短期貸付金の融資を行うものとするこ
と 

② 肉用牛生産業を営む組合員に対する土地，牛舎等の生産設備
の賃貸借等の契約において，当該組合員が JA士幌町以外の者か
ら生産資材を購入し，JA 士幌町以外の者を通じて肉用牛を販売
した場合には，無条件で当該賃貸借等の契約を解除することが
できるものとすること 

としており，組合員の事業活動を不当に拘束する条件を付けて，当
該組合員と取引している疑い。 

京都農業協同組合に対す
る件 
（平成１８年７月１４日
警告） 

米の生産及び出荷に係る共同利用施設である育苗センター，ラ
イスセンター及びカントリーエレベーターの３施設（以下「３施
設」という。）について，遅くとも平成１３年以降（カントリーエ
レベーターについては，平成１５年以降） 
① 京都農業協同組合（以下「ＪＡ京都」という。）から生産資材

を購入しない場合には各施設の利用を断ることがある旨を３施
設それぞれの利用案内文書に記載して，組合員に対して周知す
ることにより，当該組合員にＪＡ京都から生産資材を購入する
ようにさせていた 

② ＪＡ京都を通じて米を出荷しない場合には各施設の利用を断
ることがある旨を３施設それぞれの利用案内文書に記載して，
組合員に対して周知することにより，当該組合員にＪＡ京都を
通じて米を出荷するようにさせていた 

疑い。 



３ 参照条文

○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄） 

（昭和二十二年四月十四日法律第五十四号） 

〔定義〕 

第二条 （略） 

②～⑧ （略） 

⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは，次の各号のいずれかに該当する行為をい

う。 

一～四 （略） 

五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して，正常な商慣習に照らして

不当に，次のいずれかに該当する行為をすること。 

イ （略） 

ロ （略） 

ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み，取引の相手方から取引に係る商品

を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ，取引の相手方に対して取引の

対価の支払を遅らせ，若しくはその額を減じ，その他取引の相手方に不利益となるように

取引の条件を設定し，若しくは変更し，又は取引を実施すること。 

〔不公正な取引方法の禁止〕 

第十九条 事業者は，不公正な取引方法を用いてはならない。 


